


 

 

 

３ 製造販売業者及び製造業者においては、医薬品に関する適正な情報提供体制の確

保や、有事の際のリスクマネジメント体制を確認すること。 

 

４ 製造販売業者及び製造業者においては、１から３の取組みを含め、実施する業務

が薬事に関する法令に適合することが確保される体制を整備すること。 


